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手数料など（全て消費税込み）

遺言書保管中

遺言書変更時

遺言執行時

お申込時

（※）相続財産評価額の例

基 本 手 数 料

遺 言 書 保 管 料

当行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当行が
募集・販売した投資信託・国債・金融商品などに対して

相続・遺贈財産にかかる当行所定の相続財産評価額（※）（消極財産控除前）に対する

遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、
既定の報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合があります。

①不動産……固定資産税評価額とします。
②金融資産…各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
　●口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
　●非上場株式は、税理士などにより評価額計算が行われている場合はその金額の評価額とし
　　評価額の算定がない場合は一株あたりの資本金額に株数を乗じた金額を評価額とします。
③保険契約に関する権利（生命保険、損害保険）…保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。

330,000円 880,000円

1,100,000円 440,000円

無　料

55,000円（遺言書を変更される場合に必要となります。）

0.330%

遺言信託変更手数料

遺 言 執 行 報 酬

（最低執行報酬額）

2.200%
1.650%
1.100%
0.880%
0.660%
0.440%
0.330%

A

B 上記■以外の財産に対してA 5,000万円以下の部分

5,000万円超～1億円以下の部分

1億円超～2億円以下の部分

2億円超～3億円以下の部分

3億円超～5億円以下の部分

5億円超～10億円以下の部分

10億円超の部分

プラン Ⅰ プラン Ⅱ

■、■の計算後の合計額A B ■、■の計算後の合計額
から660,000円を差し引いた金額
A B

11

目的の価額 手数料

100万円以下
100万円超～200万円以下
200万円超～500万円以下
500万円超～1,000万円以下
1,000万円超～3,000万円以下
3,000万円超～5,000万円以下
5,000万円超～1億円以下
1億円超～3億円以下
3億円超～10億円以下
10億円超の部分

5,000円
7,000円

11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
43,000円
95,000円

249,000円

〈参考〉公証人手数料

+ 5,000万円ごとに13,000円加算
+ 5,000万円ごとに11,000円加算
+ 5,000万円ごとに 8,000円加算

その他諸費用

以下の費用をはじめ、遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
●不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
●戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
●預貯金などの残高証明書の発行手数料
●鑑定評価手数料
●不動産売却手数料
●公証人手数料
　※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

（日本公証人連合会ホームページをもとに足利銀行が作成）

●作成手数料は相続人・受遺者ごとに上記から算出し、それらを合算します。
●目的の価額の合計が1億円以下の場合は、遺言書1通につき11,000円が加算されます。
●公正証書正本または謄本の交付手数料として、1枚につき250円かかります。
●公証人に出張を求めた場合には、割増料金がかかります。
※詳細については、公証役場にお問合せください。
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